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■平成１７年度緑水湖健康マラソン大会実行委員を募集します！！■ 

緑水湖健康マラソンとは・・・？ 

南部町の名所である緑水湖周辺を走り、参加者に自然とダムの醍醐味を満喫していただき、併せて南部町

の歴史、風土、特産物を紹介するとともに健康、体力作りの関心を高めることをねらいとして開催されます。

【開催予定日】 平成１７年１０月１６日（日） 

 

実行委員って具体的に何するの？ 

○大会当日の会場設営、受付、駐車場整理 

○宣伝、広報活動 

○緑水湖健康マラソン大会の運営、実行 

 

スポーツに関わることをやってみたい、みんなで１つのことに打ち込みたい、地域に根ざした活動をや

ってみたい、どんな方向からのアプローチでも大歓迎です！興味のある方はぜひご連絡先を！！ 

 

【募集締め切り】 平成１７年３月３１日（木） 

【問い合わせ・申し込み先】 教育委員会 Tel/６４－３７８７ Fax/６４－２１８３ 

              担当：益田/ masuda.r@town.nanbu.tottori.jp 

 馬佐良簡水・上長田簡水・東長田簡水・八

金簡水・入蔵簡水・赤谷簡水・笹畑大河内

簡水・与一谷鍋倉簡水・営業用 

下水道料  水道料の徴収区域以外の部落 

 

処分される場合は再生資源ごみとしてリサイクルしましょう。
 
 
 情報 なんぶ
＜西伯地区＞                    

        

 

税  金     国民健康保険税    第１０期  
水道料     東西町・天津地区全域・大国の一部（原・

北方・長田・猪小路・小原・田園ハイツ）
 
３月の税金・上下水道料金                           

納期限  ３月３１日（木）（口座振替の方は３月３０日（水）までに、通帳残高の確認をお願いします。） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

■住宅のバリアフリー化講習会について■ 
（社）鳥取県建築士会がボランティアで、「住宅のバリアフリー化講習会・住宅相談会」を行います。 

住宅改修を予定されている方、興味のある方は、是非お越しください。 

【日 時】 平成１７年３月２０日（日） １０：００～１２：００ 

【場 所】 総合福祉センター「いこい荘」（南部町浅井９３８） 大広間 

【その他】 相談会については、参考となる資料（図面・写真等）があればお持ちください。        

【問い合わせ先】 総務課 Tel/６６－３１１２ Fax/６６－４４２６ 

         担当：畑岡/ hataoka.h@town.nanbu.tottori.jp 

http://www.town.na.net/
mailto:soumu@town.saihaku.tottori.jp


 
 
■子育て情報■ 

かきっこ CLUB  

３月の予定 

１１日（金）お別れ会の準備 

２５日（金）誕生会・お別れ会      

【時間】 ９：３０～１１：３０ 【場所】 総合福祉センターいこい荘

【問い合わせ先】 健康管理センターすこやか Tel/６６―５５２４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■みんなで子育て「のびのび広場」■ 【場 所】 自立訓練センター（総合福祉センターしあわせの裏）  

【３月の利用が可能な日時】 ９：３０～１１：３０ 
１日（火）、２日（水）、４日（金）、８日（火）～１０日（木）、１５日（火）～１８日（金） 

２２日（火）～２４日（木）、２９日（火）～３１日（木） 

【問い合わせ先】 子育て支援課 Tel/６６－３１１６ Fax/６６－４４２６ 

         担当：森田/ morita.t@town.nanbu.tottori.jp 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    

■ごみ収集日及び分け方案内について■ 
 ４月からのごみ収集日及び分け方について、次の通り作成し配布する予定ですのでお知らせします。 

●ごみ収集予定日について・・・ 『ごみ収集日付き健康カレンダー』 

●ごみの分け方について・・・ 『ごみの分け方表（保存版）』 

なお『ごみの分け方表（保存版）』は、ごみの分別区分等に変更がない限り、来年度以降当分の間作成しま

せんので、大切に保管して下さい。 

今後とも限りある資源を有効に活用するため、ごみの分別、収集にご協力下さい。 

【問い合わせ先】 町民生活課（法勝寺庁舎）Tel/６６－３１１４ Fax/６６－４４２６ 

        担当：亀尾/ kameo.k@town.nanbu.tottori.jp  
 
 

◇不用犬の引取は第３水曜日（町民生活課 ℡66-3114 へ） ◇毎月第 3 日曜日は家庭の日です。 

mailto:kameo.k@town.nanbu.tottori.jp

